仕様書

1 事業名
[bookmark: _Hlk124945079]令和8年度（2026年度）　DMO総合支援事業
「広域連携 次世代の中核・実務人材育成を目的とした観光人材育成事業」（以下「本事業」という）

２.　事業の目的
広域的な視点を持ち、観光資源の磨き上げから商品化・流通・販売までを一体的に設計し、地域の収益性向上及び自走化の実現につなげる、一連の流れを網羅的に把握できる人材が少ないため、そのような観光人材を育成することを目的として、当機構エリア内のDMO、自治体、観光関連事業者（交通事業者、旅行会社、宿泊事業者等）を対象とし、eラーニングおよび集合・オンライン研修を通じて、データに基づく観光施策の企画・実行能力、観光DXの活用力、広域連携による周遊促進施策の立案力を体系的に習得する実践型の観光人材育成事業を実施する。
本事業は、広域連携DMOとして求められる役割である、広域的な視点での人材育成およびデータに基づく観光施策の推進を担う人材の育成を図るものであり、各地域における取組の横展開を通じて、関東広域全体として地域集客および長期滞在を促進し、持続可能な観光地域づくりの自走化につなげることを目的とする。

3　事業実施対象先及び参加者層
関東広域１都１０県エリア（東京都　神奈川県　埼玉県　千葉県　茨城県　栃木県　群馬県　福島県　山梨県　新潟県　長野県）内のDMO、自治体、交通事業者・旅行会社・宿泊事業者等観光に従事する民間団体で、自ら企画・実行・改善を行っていく実務者層。

４　事業内容
本事業は、データ活用を軸とした人材育成を目的とし、eラーニング（オンデマンド）と集合研修を組み合わせた実践型プログラムとして実施する。研修参加者は実施期間を通じて参加することを基本とする。
（１）	eラーニング（オンデマンド）による基礎研修
・	実施期間：9月～12月
・	動画数：5本程度（1本あたり30〜60分）
・	内容：観光地経営、マーケティング、財源確保、観光DX、DMP活用等を体系的に学習する。
【主な科目（案）】
1 インバウンド市場動向（来訪傾向・消費動向等）
2 観光地経営（持続可能な地域づくり・合意形成・広域連携等）
3 観光地域マーケティング（受入環境整備、コンテンツ造成、プロモーション等）
4 自主財源開発
⑤　観光DX（DMP活用、地域OTA、生成AI・業務効率化・高度化）
・	各講座において理解度テストおよびレポートを課し学習定着を図る。
・	受講状況を可視化できるシステムを構築し、進捗管理を行う。
（２）オフライン集合研修
・	実施回数：2回（9月、1月）
・	形式：セミナー、ワークショップ（Eラーニングで習得した知識をもとに、地域課題に対する施策立案を行う。
　　　（３）オンライン集合研修
・	実施回数：2回（10月〜1２月）
・	形式：セミナー、ワークショップ（Eラーニングで習得した知識をもとに、地域課題に対する施策立案を行う。）
・主なテーマ例	
・広域周遊促進のための企画創出
・データに基づく課題対策
・交通・宿泊・体験を一体化して広域周遊の企画創出
・観光DXによる課題対策
・交通事業者、旅行会社、宿泊事業者等と連携し、実務に即した議論を行う。
（４）施策検討・実装支援
・	受講者が検討した施策について、必要に応じて助言・支援を行う。
・	DMPデータ、観光DX、生成AIを活用し、実装を見据えた検討を行う。
（５）事業運営・管理
・	研修運営、講師調整、進捗管理、関係者調整を実施する。
・	当機構と連携し、事業全体の統括・管理を行う。
（６）事業報告書の作成
・	事業成果、課題、改善策、次年度に向けた提言を整理し提出する。

５　効果測定及び成果物
（１）効果測定（KPI・KGI）
本事業における効果測定は、研修の実施結果および人材育成の成果が、実際の観光施策の企画・実行につながっているかを定量的・定性的に把握することを目的とする。
1 KPI
・研修受講者20名以上（当機構エリア内のDMO、自治体、交通事業者・旅行会社・宿泊事業者等観
光に従事する民間団体で、自ら企画・実行・改善を行っていく実務者層とする。　　　　　　　　　　　
2 KGI
・研修受講者が企画した成果物数８以上（うち商品造成・磨き上げ等への貢献数４件以上）　　　　　　　　　　
・満足度アンケート（5段階評価）4以上
（２）測定方法
・	eラーニングシステムによる履修データ
・	理解度テスト結果
・	受講者アンケート
・	成果発表資料およびレポート
（３）成果物
本事業における成果物は、事業の実施内容および効果を可視化し、広域連携DMO内での横展開および次年度事業への活用を目的として作成する。
（４）提出物
1 事業実施報告書
・事業概要
・実施内容
・成果および課題
・改善提案および今後の方向性
2 効果測定結果報告書
・KPI／KGI達成状況
・分析結果
3 受講者成果一覧
・施策企画内容の整理
・優良事例の抽出
4 研修教材一式
・動画データ
・講義資料
・テスト・レポート
（５）提出形式
・電子データ（PDF等）
・必要に応じ紙媒体

（６）提出期限
令和９年1月29日（金）

（７）提出先
一般社団法人　関東広域観光機構

６　その他留意事項
1 事業において、運営、管理及び庶務を行うこと。
2 事業の実施記録については、カメラ・ビデオ等を用いて記録を行うこと。
3 事業の実施に当たり、当機構との十分な協議を行いながら事業を進めることとし、作業内容及び本仕様書
の内容に疑義が生じたときには、その都度機構及び連携先と協議の上、その指示に従い作業を進めること。また、機構及び連携先は、作業期間中いつでもその作業状況の報告を求めることができるものとする。なお、本仕様書に定めのない事項については、その都度協議の上対応するものとする。
4 本事業に関する事項について、機密を厳守し、無断で他に漏らしたり、利用したりしてはならない。
5 本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。
6 受託事業者は、著作権、特許権、その他日本国又は外国の法令に基づき保護される第三者の権利の対
象となっているものを使用する場合、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
7 事業履行の成果について生じた著作権、内容に関する著作権等は、第三者から利用許諾を受けて使用
　　するものを除き、機構及び連携先に帰属するものとする。
8 受託事業者は事業を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償を行うものとする。
9 成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正、再印刷等必要な措置を講じること。
10 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める事項に明示のない事項であっても、社会通念上当然必要と思われるものについては本業務に含まれるものとする。
1

